
事業実施時に必要な書類の留意点

21



22



23



( 10 ) 48

( )
10 ( 11 )

5 5 31
20 ( 11 )

5 21 5 31

24



25



26



( )

 ( 27 )

     
  

43

  
  

 20  18

 ( 2 -7)

27



  ( -8)

 

 

  ( )
( )

( )

      ( )
     ( )

( )

   

28



 

 

35

10

29



30



2023 10 2027 48
48 ×5

2024 10 20 11 21
2024 10 11 10

1
2027 10 21 2027

10

3
( )

 
 
 
 
 

      
      ( )

31



32



10~12

( ) 
2025 2 8 2025 4 7
2025 4 8
2 6

2 7

33



( )

( )
( )

( ) 
2023 3

2023 26

34



1

 

 

 

  
  
  

  

  
  
  

35



【
労

働
時

間
週

3
5
時

間
要

件
】
助

成
金

交
付

の
考

え
方

に
つ

い
て

1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
R

5
-
2
回

募
集

助
成

金
申

請
回

⑧

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

①
②

③
　

④
⑤

　
⑥

⑦

（
研

修
記

録
簿

）

≪
法

人
等

雇
用

就
農

者
の

各
月

の
就

業
時

間
（
実

労
働

時
間

※
出

勤
簿

・
賃

金
台

帳
よ

り
転

記
）
及

び
研

修
時

間
≫

※
就

業
時

間
：

4
月

支
払

給
与

の
算

定
期

間
が

3
/
2
1
～

4
/
2
0
 →

 3
/
2
1
～

4
/
2
0
の

実
労

働
時

間
数

を
「
4
月

」
の

欄
に

記
入

4
月

支
払

給
与

の
算

定
期

間
が

3
/
1
～

3
/
3
1
 →

 3
/
1
～

3
/
3
1
の

実
労

働
時

間
数

を
「
4
月

」
の

欄
に

記
入

※
研

修
時

間
：

1
日

～
末

日
ま

で
の

研
修

時
間

を
記

入
。

年
間

の
研

修
時

間
が

お
お

む
ね

3
0
0
時

間
以

上
で

あ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

：
：

時
間

週
平

均

時
間

時
間

時
間

合
計

時
間

時
間

時
間

時
間

時
間

時
間

時
間

時
間

各
月

就
業

時
間

（
対

象
期

間
）

各
月

研
修

時
間

時
間

時
間

助
成

金
交

付
申

請
書

「
各

月
就

業
時

間
」
欄

、

出
勤

簿
、

賃
金

台
帳

で
確

認
し

ま
す

。
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①
の

助
成

金
申

請
時

の
確

認

・①
で

３
５

時
間

の
要

件
を

満
た

せ
ば

ク
リ

ア

・①
で

３
５

時
間

の
要

件
を

満
た

さ
な

い
場

合
→

①
に

つ
い

て
条

件
付

き
支

払
い

※
条

件
付

き
で

支
払

っ
て

い
る

場
合

は
、

後
に

返
還

の
可

能
性

が
あ

る
こ

と
に

留
意

②
の

助
成

金
申

請
時

の
確

認

 
・①

が
ク

リ
ア

済
み

の
場

合
、

②
に

つ
い

て
要

件
を

満
た

せ
ば

ク
リ

ア

 
・②

の
期

間
の

み
で

要
件

を
満

た
さ

な
く
と

も
、

①
～

②
の

通
算

（
１

年
間

）
で

要
件

を
満

た
せ

ば
②

に
つ

い
て

ク
リ

ア

 
・①

～
②

の
通

算
（１

年
間

）で
要

件
を

満
た

さ
な

い
場

合
→

助
成

金
は

支
払

わ
ず

、
採

択
を

取
り

消
し

（
※

①
を

条
件

付
き

で
支

払
っ

て
い

る
場

合
に

は
返

還
）

③
の

助
成

金
申

請
時

の
確

認

・③
で

３
５

時
間

の
要

件
を

満
た

せ
ば

ク
リ

ア

・③
で

３
５

時
間

の
要

件
を

満
た

さ
な

い
場

合
→

③
に

つ
い

て
条

件
付

き
支

払
い

※
条

件
付

き
で

支
払

っ
て

い
る

場
合

は
、

後
に

返
還

の
可

能
性

が
あ

る
こ

と
に

留
意

④
の

助
成

金
申

請
時

の
確

認

 
・③

が
ク

リ
ア

済
み

の
場

合
、

④
に

つ
い

て
要

件
を

満
た

せ
ば

ク
リ

ア

 
・④

の
期

間
の

み
で

要
件

を
満

た
さ

な
く
と

も
、

③
～

④
の

通
算

（
１

年
間

）
で

要
件

を
満

た
せ

ば
④

に
つ

い
て

ク
リ

ア

 
・③

～
④

の
通

算
（１

年
間

）で
要

件
を

満
た

さ
な

い
場

合
→

助
成

金
は

支
払

わ
ず

、
採

択
を

取
り

消
し

（
※

③
を

条
件

付
き

で
支

払
っ

て
い

る
場

合
に

は
返

還
）

⑤
の

助
成

金
申

請
時

の
確

認

・⑤
で

３
５

時
間

の
要

件
を

満
た

せ
ば

ク
リ

ア

・⑤
で

３
５

時
間

の
要

件
を

満
た

さ
な

い
場

合
→

⑤
に

つ
い

て
条

件
付

き
支

払
い

※
条

件
付

き
で

支
払

っ
て

い
る

場
合

は
、

後
に

返
還

の
可

能
性

が
あ

る
こ

と
に

留
意

⑥
の

助
成

金
申

請
時

の
確

認

 
・⑤

が
ク

リ
ア

済
み

の
場

合
、

⑥
に

つ
い

て
要

件
を

満
た

せ
ば

ク
リ

ア

 
・⑥

の
期

間
の

み
で

要
件

を
満

た
さ

な
く
と

も
、

⑤
～

⑥
の

通
算

（
１

年
間

）
で

要
件

を
満

た
せ

ば
⑥

に
つ

い
て

ク
リ

ア

 
・⑤

～
⑥

の
通

算
（１

年
間

）で
要

件
を

満
た

さ
な

い
場

合
→

助
成

金
は

支
払

わ
ず

、
採

択
を

取
り

消
し

（
※

⑤
を

条
件

付
き

で
支

払
っ

て
い

る
場

合
に

は
返

還
）

⑦
の

助
成

金
申

請
時

の
確

認

・⑦
で

３
５

時
間

の
要

件
を

満
た

せ
ば

ク
リ

ア

・⑦
で

３
５

時
間

の
要

件
を

満
た

さ
な

い
場

合
→

⑦
に

つ
い

て
条

件
付

き
支

払
い

※
条

件
付

き
で

支
払

っ
て

い
る

場
合

は
、

後
に

返
還

の
可

能
性

が
あ

る
こ

と
に

留
意

⑧
の

助
成

金
申

請
時

の
確

認

 
・⑦

が
ク

リ
ア

済
み

の
場

合
、

⑧
に

つ
い

て
要

件
を

満
た

せ
ば

ク
リ

ア

 
・⑧

の
期

間
の

み
で

要
件

を
満

た
さ

な
く
と

も
、

⑦
～

⑧
の

通
算

（
１

年
間

）
で

要
件

を
満

た
せ

ば
⑧

に
つ

い
て

ク
リ

ア

 
・⑦

～
⑧

の
通

算
（１

年
間

）で
要

件
を

満
た

さ
な

い
場

合
→

助
成

金
は

支
払

わ
ず

、
採

択
を

取
り

消
し

（
※

⑦
を

条
件

付
き

で
支

払
っ

て
い

る
場

合
に

は
返

還
）
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【
研

修
年

3
0
0
時

間
（
＝

１
ヶ

月
2
5
時

間
）
要

件
】
助

成
金

交
付

の
考

え
方

に
つ

い
て

1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
R

5
-
2
回

募
集

助
成

金
申

請
回

2
0
2
3

①

2
0
2
4

⑧

2
0
2
6

2
0
2
7

②
③

　
④

⑤
　

⑥
⑦

2
0
2
5

（
研

修
記

録
簿

）

≪
法

人
等

雇
用

就
農

者
の

各
月

の
就

業
時

間
（
実

労
働

時
間

※
出

勤
簿

・
賃

金
台

帳
よ

り
転

記
）
及

び
研

修
時

間
≫

※
就

業
時

間
：

4
月

支
払

給
与

の
算

定
期

間
が

3
/
2
1
～

4
/
2
0
 →

 3
/
2
1
～

4
/
2
0
の

実
労

働
時

間
数

を
「
4
月

」
の

欄
に

記
入

4
月

支
払

給
与

の
算

定
期

間
が

3
/
1
～

3
/
3
1
 →

 3
/
1
～

3
/
3
1
の

実
労

働
時

間
数

を
「
4
月

」
の

欄
に

記
入

※
研

修
時

間
：

1
日

～
末

日
ま

で
の

研
修

時
間

を
記

入
。

年
間

の
研

修
時

間
が

お
お

む
ね

3
0
0
時

間
以

上
で

あ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

月
：

←
月

日
～

月
日

月
（
○

/
○

～
○

）
：

：
：

時
間

週
平

均

時
間

時
間

時
間

合
計

時
間

時
間

時
間

時
間

時
間

時
間

時
間

時
間

各
月

就
業

時
間

（
対

象
期

間
）

各
月

研
修

時
間

時
間

時
間

助
成

金
交

付
申

請
書

「
各

月
就

業
時

間
」
欄

で

確
認

し
ま

す
。
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①
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

・
①
で
研
修
30
0時
間
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0時
間
）
の
要
件
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

・
①
で
研
修
30
0 時
間
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0 時
間
）
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
①
に
つ
い
て
条
件
付
き
支
払
い

※
条
件
付
き
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
後
に
返
還
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意

②
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

・
①
が
ク
リ
ア
済
み
の
場
合
、
②
に
つ
い
て
要
件
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0時
間
）
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

・
②
の
期
間
の
み
で
要
件
を
満
た
さ
な
く
と
も
、
①
～
②
の
通
算
で
要
件
（
１
年
間
で
30
0 時
間
）
を
満
た
せ
ば
②
に
つ
い
て
ク
リ
ア

・
①
～
②
の
通
算
で
要
件
（
１
年
間
で
30
0 時
間
）
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
助
成
金
は
支
払
わ
ず
、
採
択
を
取
り
消
し
（
※
①
を
条
件
付
き
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
は
返
還
）

③
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

・
③
で
研
修
30
0時
間
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0時
間
）
の
要
件
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

・
③
で
研
修
30
0時
間
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0時
間
）
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
③
に
つ
い
て
条
件
付
き
支
払
い

※
条
件
付
き
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
後
に
返
還
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意

④
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

・
③
が
ク
リ
ア
済
み
の
場
合
、
④
に
つ
い
て
要
件
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0時
間
）
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

・
④
の
期
間
の
み
で
要
件
を
満
た
さ
な
く
と
も
、
③
～
④
の
通
算
で
要
件
（
１
年
間
で
30
0 時
間
）
を
満
た
せ
ば
④
に
つ
い
て
ク
リ
ア

・
③
～
④
の
通
算
で
要
件
（
１
年
間
で
30
0 時
間
）
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
助
成
金
は
支
払
わ
ず
、
採
択
を
取
り
消
し
（
※
③
を
条
件
付
き
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
は
返
還
）

⑤
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

・
⑤
で
研
修
30
0 時
間
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0 時
間
）
の
要
件
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

・
⑤
で
研
修
30
0 時
間
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0 時
間
）
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
⑤
に
つ
い
て
条
件
付
き
支
払
い

※
条
件
付
き
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
後
に
返
還
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意

⑥
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

・
⑤
が
ク
リ
ア
済
み
の
場
合
、
⑥
に
つ
い
て
要
件
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0 時
間
）
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

・
⑥
の
期
間
の
み
で
要
件
を
満
た
さ
な
く
と
も
、
⑤
～
⑥
の
通
算
で
要
件
（
１
年
間
で
30
0 時
間
）
を
満
た
せ
ば
⑥
に
つ
い
て
ク
リ
ア

・
⑤
～
⑥
の
通
算
で
要
件
（
１
年
間
で
30
0 時
間
）
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
助
成
金
は
支
払
わ
ず
、
採
択
を
取
り
消
し
（
※
⑤
を
条
件
付
き
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
は
返
還
）

⑦
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

・
⑦
で
研
修
30
0時
間
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0時
間
）
の
要
件
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

・
⑦
で
研
修
30
0時
間
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0時
間
）
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
⑦
に
つ
い
て
条
件
付
き
支
払
い

※
条
件
付
き
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
後
に
返
還
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意

⑧
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

・
⑦
が
ク
リ
ア
済
み
の
場
合
、
⑧
に
つ
い
て
要
件
（
＝
１
ヶ
月
25
時
間
、
６
ヶ
月
で
15
0時
間
）
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

・
⑧
の
期
間
の
み
で
要
件
を
満
た
さ
な
く
と
も
、
⑦
～
⑧
の
通
算
で
要
件
（
１
年
間
で
30
0時
間
）
を
満
た
せ
ば
⑧
に
つ
い
て
ク
リ
ア

・
⑦
～
⑧
の
通
算
で
要
件
（
１
年
間
で
30
0 時
間
）
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
助
成
金
は
支
払
わ
ず
、
採
択
を
取
り
消
し
（
※
⑦
を
条
件
付
き
で
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
は
返
還
）
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【
労
働
環
境
整
備
要
件
】
助
成
金
交
付
の
考
え
方
に
つ
い
て

【
確
認
方
法
】

１
．
基
本
は
、
助
成
金
申
請
区
分
ご
と
に
、
要
件
を
満
た
す
か
確
認
す
る
。
要
件
を
満
た
せ
ば
支
払
い

２
．
助
成
金
申
請
区
分
で
は
、
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た
場
合

1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
R
5
-
2
回
募
集

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

助
成
金
申
請
回

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
　
→
助
成
金
を
条
件
付
き
で
支
払
い
、
当
該
期
間
が
研
修
開
始
か
ら
1
年
ま
た
は
翌
決
算
期
末
を
超
え
て
い
る
場
合
、
「
取
消
」
と
な
り
、
条
件
付
き
支
払
い
で
交
付
し
て
い
る
分
も
含
め
て
「
返
還
」

【
必
須
要
件
】

○
休
憩
・
休
日
・
有
給
休
暇
の
付
与

【
選
択
要
件
、
以
下
１
つ
か
ら
選
択
】

○
年
間
総
労
働
時
間
（
応
募
時
に
確
認
で
き
た
場
合
を
除
く
）
、
○
従
業
員
の
人
材
育
成
お
よ
び
評
価
、
○
働
き
方
改
革
に
資
す
る
施
設

2
0
2
3

①

2
0
2
4

②

①
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

→
①
で
職
場
環
境
整
備
の
要
件
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

→
①
で
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
条
件
付
き
支
払
い

②
の
助
成
金
申
請
時
の
確
認

→
②
で
職
場
環
境
整
備
の
要
件
を
満
た
せ
ば
ク
リ
ア

→
②
で
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

→
②
の
助
成
金
は
支
払
わ
ず
採
択
を
取
り
消
し
（
※
条
件
付
き
支
払
い
が
あ
る
場
合
は
助
成
金
を
返
還
）

注
意
）
要
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
以
降
の
助
成
金
申
請
は
不
可
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様式記入例
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様式第６号 
番 号 

２０２５年 ３月 １日 

一般社団法人全国農業会議所会長  殿 
 都道府県農業会議会長  殿※ 

株式会社○○ 
代表取締役 ○○○○

雇用就農資金申請書変更届出書 

雇用就農資金（令和５年度第２回／ 雇用就農者育成・独立支援タイプ又は新法人設立支援
タイプ）により取り組んでいた○○○○（法人等雇用就農者氏名）に係る雇用就農資金申請書
（様式第２号）の内容について、下記のとおり変更したいので、変更届出書を提出いたします。 

記 

１ 変更内容 
研修指導者の変更 

農業二郎 → 代表取締役 農業 太郎（農業経験２７年） 

２ 変更日 

２０２５年 ３月 １日 

３ 変更理由  農業二郎の退職による 

※研修指導者を変更する場合は、研修指導者の農業経験年数と役職も記載すること。
※神奈川県の場合は「公益社団法人神奈川県農業会議 会長殿」
※兵庫県の場合は「公益社団法人ひょうご農林機構 理事長殿」
※鳥取県の場合は「公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構 理事長殿」

その他、この変更届出書を提出する時の必要書類(詳細は 27～30頁参照) 

・法人等雇用就農者氏名を変更したとき

→ 雇用保険または健康保険の氏名変更手続き後の書類の写しまたは保険証の写し

・社名、所在地を変更したとき(法人化したときを含む)

→ 法人経営の場合 ： 全部事項証明書の写し

個人経営の場合 ： 住民票の写しなど

個人経営を法人化する場合：全部事項証明書の写し、労働保険の変更後の書類の

写し、社会保険の加入を証する書類の写し 

・代表者を変更したとき

→ 全部事項証明書の写しや労働保険の名義変更後の書類の写しなど

・労働条件や研修内容が大きく変わったとき

→ 雇用契約内容確認書や研修計画書

研修指導者変更の場合は、  

新規研修指導者の｢履歴書｣・｢個人

情報の取り扱いに関する同意書｣の

添付を忘れずに 
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様式第７号 

２０２５年 ３月 ３１日 
一般社団法人全国農業会議所会長  殿 

都道府県農業会議会長 殿※ 

株式会社○○ 

代表取締役 ○○○○ 

雇用就農資金（中止・中断・取り下げ）届出書 

雇用就農資金（令和５年度第２回／ 雇用就農者育成・独立支援タイプ又は新法人設立支援
タイプ）により取り組んでいた○○○○（法人等雇用就農者氏名）の研修につきましては、下
記により（中止・中断・取り下げ）したいので （中止・中断・取り下げ）届出書を提出いたし
ます。

記 
１ 研修日等 

  研修開始日  ２０２３年１０月 １日 

〈中 止〉 

  研修中止日   年  月  日 

〈中 断〉 
  研修中断期間 ２０２５年３月４日～２０２５年４月１１日 

研修再開予定日   年  月  日 

〈取り下げ〉 

取り下げ日       年  月  日 

（注）取り下げは、採択決定後、研修開始日までの間に研修が行えなくなった場合のみ。 

２ （中止・中断・取り下げ）の理由 

□ 法人等雇用就農者の退職 ⇒設問３へお進みください
□ 経営体の都合（指導者の転退職）（内容： ） 

□ 法人等雇用就農者の都合（結婚、出産、子育て、介護、家庭の事情等）
（内容：                   ）

□ 研修計画より短期間で研修を修了
☑ 法人等雇用就農者の病気、怪我（内容：                     ） 

・中断を希望する場合は、医師の診断書の写しを添えて届け出てください。 

□ その他（ ） 

（中断理由として受付できない例） 

・一身上の都合により   (もっと具体的な理由を記載する) 

・普通自動車免許取得のため(個人的な理由の中断は不可)

３ 中止・取り下げに伴い退職する場合の退職理由 
（退職後の進路：□農業関係 □農業以外 □未定・不明） 
□ 経営体の都合（人員整理、事業継続困難等）
□ 法人等雇用就農者の素行不良（欠勤等）による解雇
□ 家庭の都合（結婚、出産、子育て、介護等）により通勤、就業が困難（距離又は時間的

拘束によるもの）
□ 法人等雇用就農者の病気・怪我（農作業に起因しないもの）

持病の腰痛が悪化し、約２か月の静養が必要になった 

研修の中断期間は、  

２週間超え～２か月以内 

２か月を超える場合は中止 

天災事変や法人等雇
用就農者および研修
指導者の病気・怪我等
以外は、原則として中断
不可 
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  □ 独立就農、親元・親族元就農 
  □ 職場環境 
    □ 休日が少ない、休暇を取得しにくい 
    □ 労働時間が長い、早朝深夜勤務がある 
    □ 農作業に起因する身体の不調・怪我、体力不足 
    □ 社会保険の適用がない 
    □ 給与水準が低い 
    □ キャリアパスが示されていない 
    □ 福利厚生施設（休憩室、男女別トイレ、更衣室、シャワー等）がない 
    □ 経営体の将来ビジョンが示されていない 
    □ 教育・研修が十分に行われていない 

   □ 職場の人間関係 
  □ その他（                             ） 
 
※後日、法人等雇用就農者が退職した理由を証明する書類の写しをご提出いただく場合があり
ます。その際、ご提出がない場合は経営体都合による退職と判断します。 

   例 ①雇用保険被保険者離職票 
     ②解雇通知書 
     ③退職願い（理由が記載されているものに限る）など 
 

 

※神奈川県の場合は「公益社団法人神奈川県農業会議 会長殿」 
※兵庫県の場合は「公益社団法人ひょうご農林機構 理事長殿」 
※鳥取県の場合は「公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構 理事長殿」 
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様式第７号 

２０２５年 ３月 ３１日 
一般社団法人全国農業会議所会長  殿 

都道府県農業会議会長 殿※ 

株式会社○○ 

代表取締役 ○○○○

雇用就農資金（中止・中断・取り下げ）届出書 

雇用就農資金（令和５年度第２回／ 雇用就農者育成・独立支援タイプ又は新法人設立支援
タイプ）により取り組んでいた○○○○（法人等雇用就農者氏名）の研修につきましては、下
記により（中止・中断・取り下げ）したいので （中止・中断・取り下げ）届出書を提出いたし
ます。

記 

１ 研修日等 

  研修開始日 ２０２３年１０月 １日 

〈中 止〉 

  研修中止日 ２０２５年 ３月３１日 

〈中 断〉 
  研修中断期間    年  月  日～    年  月  日 

研修再開予定日   年  月  日 

〈取り下げ〉 

取り下げ日       年  月  日 

（注）取り下げは、採択決定後、研修開始日までの間に研修が行えなくなった場合のみ。 

２ （中止・中断・取り下げ）の理由 

☑ 法人等雇用就農者の退職 ⇒設問３へお進みください
□ 経営体の都合（指導者の転退職）（内容： ） 

□ 法人等雇用就農者の都合（結婚、出産、子育て、介護、家庭の事情等）
（内容：                   ）

□ 研修計画より短期間で研修を修了
□ 法人等雇用就農者の病気、怪我（内容： ） 

□ その他（ ） 

３ 中止・取り下げに伴い退職する場合の退職理由 
（退職後の進路：☑農業関係 □農業以外 □未定・不明） 
□ 経営体の都合（人員整理、事業継続困難等）
□ 法人等雇用就農者の素行不良（欠勤等）による解雇
□ 家庭の都合（結婚、出産、子育て、介護等）により通勤、就業が困難（距離又は時間的

拘束によるもの）
□ 法人等雇用就農者の病気・怪我（農作業に起因しないもの）
☑ 独立就農、親元・親族元就農
□ 職場環境

□ 休日が少ない、休暇を取得しにくい
□ 労働時間が長い、早朝深夜勤務がある
□ 農作業に起因する身体の不調・怪我、体力不足
□ 社会保険の適用がない
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□ 給与水準が低い
□ キャリアパスが示されていない
□ 福利厚生施設（休憩室、男女別トイレ、更衣室、シャワー等）がない
□ 経営体の将来ビジョンが示されていない
□ 教育・研修が十分に行われていない
□ 職場の人間関係

□ その他（ ） 

※後日、法人等雇用就農者が退職した理由を証明する書類の写しをご提出いただく場合があり
ます。その際、ご提出がない場合は経営体都合による退職と判断します。
例 ①雇用保険被保険者離職票 

②解雇通知書
③退職願い（理由が記載されているものに限る）など

※神奈川県の場合は「公益社団法人神奈川県農業会議 会長殿」
※兵庫県の場合は「公益社団法人ひょうご農林機構 理事長殿」
※鳥取県の場合は「公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構 理事長殿」

研修中止時に法人等雇用就農者が退職する際の留意点 

 助成金交付実績がある法人等雇用就農者が退職した場合、次回応募時にお
いて定着率要件※１、増加分支援要件※２に影響する可能性があります。 
 そのため、法人等雇用就農者の退職後の進路の詳細を必ず把握しておいて
ください。なお、次回の応募申請書で進路の詳細について記載がない場合は
離農扱いとなります。 

退職後の進路が以下の場合は、詳細を必ず聞き取ってください。 
退職者の進路 聞き取る内容（進路の詳細） 

独立就農・親元就農 就農した地域（市町村名まで） 
他の法人等で就農 就農先の法人等名 
農業教育機関等に就学 就学先の機関等名 

※１定着率要件

雇用就農資金、農の雇用事業、雇用就農者実践研修支援事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業として

実施年度の５カ年度前から前年度までに研修を開始した法人等雇用就農者等が２人以上いる場合、農業に従事して

いる法人等雇用就農者等の数が、過去に受け入れた法人等雇用就農者等の数の１／２以上であること。 

※２増加分支援要件

雇用就農資金では、新規雇用就農者の増加分が支援対象となる（＝増加分支援要件、「過去に支援対象となった法

人等雇用就農者が離農している場合には、離農した法人等雇用就農者の数を超えて雇用した新規就農者の増加分を

本事業の対象とする」）。そのため、過去に雇用就農資金の支援対象となった新規雇用就農者が離農している場

合、新たに支援を受けるためには、当該離農者分にあたる新規就農者（＝補完雇用就農者）を雇用しなければなら

ない。（詳細は 10~12 頁） 
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付
を
申
請
し
ま
す
。

2
0
2
4

有
限

会
社

 
東

京
農

場

法
人
等
雇
用
就
農
者
氏
名

　
田

畑
　

耕
作

交
付
期
間

2
0
2
3
年

1
0
月

1
日

今
回
申
請
す
る
助
成
金
の
対
象
期
間

2
0
2
3
年

1
0
月

1
日

2
0
2
4
年

3
月

3
1
日

交
付
金
額

3
0
0
,
0
0
0

フ
リ

ガ
ナ

マ
ル
マ
ル
ギ
ン
コ
ウ

金
融
機
関
名

●
●
銀
行

フ
リ

ガ
ナ

ユ
ウ
ゲ
ン
カ
イ
シ
ャ
ト
ウ
キ
ョ
ウ
ノ
ウ
ジ
ョ
ウ

支
店
番
号

0
0
1

フ
リ

ガ
ナ

ホ
ン
テ
ン

支
店
名

本
店

口
座
名
義
人
名

有
限
会
社
東
京
農
場

預
金
種
目

※
選

択
し

て
下

さ
い

口
座
番
号

0
1
2
3
4
5
6

必
ず

「回
」を

選
択

し
て

くだ
さ

い
。

選
択

し
な

い
と、

交
付

期
間

等
の

情
報

が
反

映
さ

れ
ま

せ
ん

。

預
金

種
目

を
選

択
普

通
預

金
か

当
座

預
金

か
を

選
択

し
て

くだ
さ

い
。

黄
色

の
セ

ル
は

入
力

必
須

で
す

。
色

の
つ

い
て

い
な

い
セ

ル
は

自
動

計
算

が
設

定
さ

れ
て

い
る

た
め

、
入

力
で

き
ま

せ
ん

。

提
出
期
限
厳
守

期
限

内
に

提
出

さ
れ

な
い

場
合

、

助
成

金
は

交
付

さ
れ

ず
、
採
択
取
り
消
し

 と
な

り
ま

す
の

で
、

申
請

に
あ

た
って

は
、
毎

回
新

し
い

フ
ァイ

ル
を

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

し
て

くだ
さ

い
。

（
前

回
の

フ
ァイ

ル
の

コ
ピ

ー
は

使
用

し
な

い
で

くだ
さ

い
。
）

法
人

の
方

は
法

人
名

義
の

口
座

を
ご

記
入

くだ
さ

い
。

個
人

の
口

座
名

義
人

を
入

力
す

る
場

合
、
屋

号
と個

人
名

の
間

に
ス

ペ
ー

ス
を

入
れ

て
くだ

さ
い

。
屋

号
の

後
に

役
職

が
あ

る
場

合
は

、
屋

号
・役

職
・個

人
名

の
間

に
も

ス
ペ

ー
ス

を
入

れ
て

くだ
さ

い
。

ま
た

個
人

名
は

苗
字

と名
前

の
間

に
も

ス
ペ

ー
ス

を
入

れ
て

くだ
さ

い
。

法
人

等
雇

用
就

農
者

が
「多

様
な

人
材

」と
し

て
採

択
さ

れ
た

場
合

は
、

チ
ェッ

ク
を

入
れ

て
くだ

さ
い

。
(☑

多
様

な
人

材
)

多
様

な
人

材
の

場
合

、
助

成
金

額
が

変
更

に
な

りま
す

。

※
申

請
す

る
月

数
を

選
択

し
て

くだ
さ

い
。

選
択

し
な

い
と、

交
付

金
額

が
反

映
さ

れ
ま

せ
ん

。

中
断

期
間

が
あ

る
場

合
は

、
中

断
日

数
を

除
外

し
て

、

1ヶ
月

を
満

た
す

月
数

に
し

て
くだ

さ
い

。

交
付

期
間

（
研

修
期

間
）

が
異

な
る

場
合

は
、
修

正
し

て
くだ

さ
い
。

フ
リガ

ナ
は

、
漢

字
入

力
か

ら
自

動
で

表
示

さ
れ

る
よ

うに
な

っ
て

い
ま

す
が

、
間

違
って

表
示

さ
れ

た
場

合
は

上
か

ら
入

力
し

て
くだ

さ
い

。

～
注

意
～

●
「今

回
申

請
す

る
助

成
金

の
対

象
期

間
」が

空
欄

に
な

る
場

合

→
様

式
第

10
号

の
上

部
に

あ
る

「申
請

回
」を

選
択

し
て

い
な

い
可

能
性

が
有

りま
す

。

●
「交

付
額

」が
0円

に
な

る
場

合

→
様

式
第

10
号

の
「今

回
申

請
す

る
助

成
金

の
対

象
期

間
」に

あ
る

月
数

（
黄

色
セ

ル
）

を
選

択
し

て
い

な
い

可
能

性
が

有
りま

す
。

●
法

人
等

雇
用

就
農

者
が

「多
様

な
人

材
」と

し
て

採
択

さ
れ

た
が

、

交
付

金
額

が
加

算
し

て
表

示
さ

れ
な

い
。

→
様

式
第

10
号

の
右

上
の

欄
に

チ
ェッ

ク
を

入
れ

て
くだ

さ
い

。
(☑

多
様

な
人

材
)

交
付

金
額

の
単

価
が

「6
2,

50
0円

/月
」に

変
わ

り
ま

す
。
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日
締

め
日

払
い

〈
令

和
５

年
度

第
２

回
〉
 事

業
実

施
農

業
法

人
等

名
：
 有

限
会

社
 東

京
農

場

（
研

修
記

録
簿

）
法

人
等

雇
用

就
農

者
氏

名
：
 　

田
畑

　
耕

作

≪
法

人
等

雇
用

就
農

者
の

各
月

の
就

業
時

間
（
実

労
働

時
間

※
出

勤
簿

・
賃

金
台

帳
よ

り
転

記
）
及

び
研

修
時

間
≫

※
就

業
時

間
4
月

支
払

給
与

の
算

定
期

間
が

3
/
2
1
～

4
/
2
0
 →

 3
/
2
1
～

4
/
2
0
の

実
労

働
時

間
数

を
「
4
月

」
の

欄
に

記
入

4
月

支
払

給
与

の
算

定
期

間
が

3
/
1
～

3
/
3
1
 →

 3
/
1
～

3
/
3
1
の

実
労

働
時

間
数

を
「
4
月

」
の

欄
に

記
入

※
研

修
時

間
1
日

～
末

日
ま

で
の

研
修

時
間

を
記

入
。

年
間

の
研

修
時

間
が

お
お

む
ね

3
0
0
時

間
以

上
で

あ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

月
：

←
9

月
2
1

日
～

1
0

月
2
0

日
1
0

月
(

1
0
月

1
日

～
3
1
日

)
：

月
：

←
1
0

月
2
1

日
～

1
1

月
2
0

日
1
1

月
(

1
1
月

1
日

～
3
0
日

)
：

月
：

←
1
1

月
2
1

日
～

1
2

月
2
0

日
1
2

月
(

1
2
月

1
日

～
3
1
日

)
：

月
：

←
1
2

月
2
1

日
～

1
月

2
0

日
1

月
(

1
月

1
日

～
3
1
日

)
：

月
：

←
1

月
2
1

日
～

2
月

2
0

日
2

月
(

2
月

1
日

～
2
9
日

)
：

月
：

←
2

月
2
1

日
～

3
月

2
0

日
3

月
(

3
月

1
日

～
3
1
日

)
：

：
：

≪
各

月
の

研
修

内
容

≫
　

実
施

し
た

研
修

に
つ

い
て

簡
潔

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

月
：

月
：

月
：

月
：

月
：

月
：

≪
法

人
等

雇
用

就
農

者
の

所
感

（
疑

問
、

課
題

等
を

含
む

）
 （

1
0
月

～
3
月

の
研

修
総

括
)≫

≪
研

修
指

導
者

の
所

感
（
法

人
等

雇
用

就
農

者
の

所
感

に
対

す
る

対
応

、
指

導
結

果
等

を
含

む
）
 （

1
0
月

～
3
月

の
研

修
総

括
)≫

≪
経

営
体

チ
ェ

ッ
ク

欄
≫

　
以

下
の

点
を

満
た

し
て

い
る

場
合

、
各

欄
に

チ
ェ

ッ
ク

を
し

て
く
だ

さ
い

→
変

形
労

働
時

間
制

を
採

用
し

て
い

る
た

め
、

今
回

の
助

成
金

申
請

期
間

を
通

じ
て

、

法
人

等
雇

用
就

農
者

の
就

業
時

間
が

週
３

５
時

間
（
＝

月
１

４
０

時
間

）
以

上
な

い
場

合

 １
年

間
を

通
じ

て
、

法
人

等
雇

用
就

農
者

の
就

業
時

間
が

週
３

５
時

間
（
＝

月
１

４
０

時
間

）
以

上
と

な
る

見
込

み
で

あ
る

所
得

税
及

び
雇

用
保

険
料

等
の

控
除

を
行

っ
て

い
る

研
修

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
研

修
を

実
施

し
た

≪
法

人
等

雇
用

就
農

者
チ

ェ
ッ

ク
欄

≫
以

下
の

点
を

満
た

し
て

い
る

場
合

、
各

欄
に

チ
ェ

ッ
ク

を
し

て
く
だ

さ
い

上
記

の
申

請
内

容
及

び
添

付
の

出
勤

簿
・
賃

金
台

帳
等

が
実

態
と

相
違

が
な

い

経
営

体
か

ら
、

研
修

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
研

修
を

受
け

て
い

る

1

イ
チ

ゴ
栽

培
の

基
礎

的
な

技
術

の
習

得
(収

穫
、

パ
ッ

キ
ン

グ
、

出
荷

）

2 3

イ
チ

ゴ
栽

培
の

基
礎

的
な

技
術

、
環

境
整

備
技

術
、

管
理

技
術

の
習

得

2

合
計

2
3
9

時
間

1
8
0

時
間

4
9

時
間

1
7
2

時
間

1
0

1
7
6

時
間

3
5

時
間

1
2

1
9
0

時
間

4
4

時
間

1
1

1
6
8

時
間

4
0

時
間

✔
法

人
等

雇
用

就
農

者
が

正
社

員
と

し
て

勤
務

し
て

い
る

（
独

立
支

援
タ

イ
プ

又
は

新
法

人
設

立
支

援
タ

イ
プ

の
場

合
は

従
業

員
）

4
1

時
間

週
平

均
4
3
.3

3
時

間

3
1
5
4

時
間

3
0

時
間

各
月

研
修

内
容

（
実

績
）

イ
チ

ゴ
栽

培
の

基
礎

的
な

技
術

の
習

得
（
葉

か
き

・
ラ

ン
ナ

ー
除

去
等

）

イ
チ

ゴ
栽

培
の

基
礎

的
な

技
術

の
習

得
(病

害
虫

の
防

除
、

温
度

管
理

）

研
修

を
通

し
て

、
イ

チ
ゴ

栽
培

の
基

本
的

な
技

術
が

、
よ

り
習

得
で

き
た

と
思

い
ま

す
。

私
は

こ
れ

ま
で

農
業

大
学

校
で

2
年

間
イ

チ
ゴ

を
育

苗
し

て
き

た
が

、
高

設
栽

培
で

土
耕

栽
培

は
経

験
し

た
こ

と
が

な
く
、

土
耕

栽
培

で
の

収
穫

、
温

度
管

理
な

ど
今

回
の

研
修

で
初

め
て

学
ぶ

こ
と

も
多

く
と

て
も

い
い

経
験

に
な

り
ま

し
た

。

マ
ル

チ
張

り
、

葉
か

き
、

収
穫

、
パ

ッ
キ

ン
グ

と
い

っ
た

一
連

の
作

業
を

手
寧

に
行

う
こ

と
が

で
き

て
い

る
。

ま
た

、
栽

培
環

境
の

変
化

を
注

意
深

く
観

察
し

、
生

育
に

必
要

な
パ

ラ
メ

ー
タ

を
D

X
化

し
た

携
帯

で
確

認
し

、
サ

イ
ド

カ
ー

テ
ン

の
開

閉
や

ウ
ォ

ー
タ

ー
カ

ー
テ

ン
の

準
備

な
ど

に
対

応
で

き
て

い
る

。

イ
チ

ゴ
栽

培
の

基
礎

的
な

技
術

の
習

得
（
マ

ル
チ

張
り

、
ラ

ン
ナ

ー
除

去
）
等

1
0

1
1

1
2

1

イ
チ

ゴ
栽

培
の

基
礎

的
な

技
術

、
管

理
技

術
の

習
得

(G
G

A
P

)

✔ ✔✔
助

成
金

申
請

期
間

を
通

じ
て

、
法

人
等

雇
用

就
農

者
の

就
業

時
間

が
週

３
５

時
間

（
＝

月
１

４
０

時
間

）
以

上
あ

る

✔ ✔賃
金

締
日

・
支

払
日

→
2
0

当
月

末

各
月

就
業

時
間

（
対

象
期

間
）

各
月

研
修

時
間

〜
注

意
〜

●
就

業
時

間
の

週
平

均
※

が
⼊

⼒
され

な
い

場
合

→
様

式
第

10
号

の
「今

回
申

請
す

る
助

成
⾦

の
対

象
期

間
」に

あ
る

⽉
数

（
⻩

⾊
の

セ
ル

）
を

選
択

して
い

な
い

可
能

性
が

あ
りま

す
。

※
計

算
⽅

法
︓

（
就

業
時

間
の

合
計

）
÷

申
請

⽉
数

÷
4

●
申

請
期

間
の

⽉
が

⾃
動

で
反

映
され

な
い

場
合

（
⻩

⾊
の

セ
ル

は
除

く）
→

様
式

第
10

号
の

上
部

に
あ

る
「申

請
回

」を
選

択
して

い
な

い
可

能
性

が
あ

りま
す

。

※
原
則
、年
間
平
均
35
時
間
/週
以
上
で
助
成
とな
りま
す
。

計
算
式
︓
（
就
業
時
間
の
合
計
）
÷
申
請
⽉
数
÷
４

助
成

⾦
⽀

払
後

に
年

間
平

均
週

35
時

間
以

上
の

勤
務

が
確

認
出

来
な

け
れ

ば
、

採
択

取
消

、助
成

⾦
返

還
とな

る
場

合
が

あ
りま

す
。

※
年
間
30
0時

間
以
上
の
研
修
を
して
くだ
さ
い
。

30
0時

間
に

満
た

な
い

場
合

は
助

成
で

き
ま

せ
ん

。
計

算
式

︓
各

⽉
の

研
修

期
間

の
合

計

⼿
順
④
︓
各
⽉
の
研
修
内
容
（
研
修
指
導
者
が
法
⼈
等
雇
⽤
就
農
者
の
仕
事
の
中
で
農
業
技

術
を
教
え
た
内
容
）
を
お
お
よ
そ
30
⽂
字
以
内
で
詳
しく
記
⼊
して
くだ
さ
い
。

⼿
順
⑥
︓
経
営
体
が
必
ず
チ
ェッ
ク
して
くだ
さ
い
。

チ
ェッ
ク
漏
れ
が
な
い
か
ご
確
認
くだ
さ
い
。

⼿
順
⑦
︓
法
⼈
等
雇
⽤
就
農
者
が
必
ず
チ
ェッ
ク
して
くだ
さ
い
。

チ
ェッ
ク
漏
れ
が
な
い
か
ご
確
認
くだ
さ
い
。

⼿
順
⑤
︓
法
⼈
等
雇
⽤
就
農
者
、研
修
指
導
者
の
所
感
（
上
記
の
「研
修
内
容
」を
通
じて
習

得
出
来
た
こと
や
課
題
、気
づ
き
等
）
を
お
お
よ
そ
14
0⽂

字
以
内
で
そ
れ
ぞ
れ
詳
しく
記
⼊
して

くだ
さ
い
。

⼿
順
①
︓
賃
⾦
締
⽇
・⽀
払
い
⽇
を
雇
⽤
契
約
の
とお
りに
選
択
し、
対
象
期
間
を
確
認
して
くだ

さ
い
。

選
択

す
る

と、
「対

象
期

間
」が

⾃
動

表
⽰

され
ま

す
。表

⽰
され

た
⽇

付
で

お
間

違
い

な
い

か
ご

確
認

を
お

願
い

しま
す

。も
し「

対
象

期
間

」が
間

違
って

い
る

場
合

は
、正

しい
⽇

付
に

⼿
動

で
修

正
して

く
だ

さい
。

【対
象

期
間

・各
⽉

就
業

時
間

の
⼊

⼒
ル

ー
ル

】
対

象
期

間
︓

各
⽉

の
⽀

払
給

与
の

算
定

期
間

を
⼊

⼒
す

る
欄

各
⽉

就
業

時
間

︓
対

象
期

間
の

就
業

時
間

数
を

⼊
⼒

す
る

欄
例

）
毎

⽉
20

⽇
締

・当
⽉

末
払

い
→

10
⽉

⽀
払

給
与

の
算

定
期

間
が

9/
21

〜
10

/2
0

→
10

⽉
対

象
期

間
︓

9/
21

〜
10

/2
0、

と⼊
⼒

10
⽉

就
業

時
間

︓
9/

21
〜

10
/2

0の
就

業
時

間
数

を
⼊

⼒
例

）
毎

⽉
末

⽇
締

・翌
⽉

20
⽇

払
い

→
 1

0⽉
⽀

払
給

与
の

算
定

期
間

が
9/

1〜
9/

30
→

 1
0⽉

対
象

期
間

︓
9/

1〜
9/

30
、と

⼊
⼒

10
⽉

就
業

時
間

︓
9/

1〜
9/

30
の

就
業

時
間

数
を

⼊
⼒

⼿
順
③
︓
⽉
初
〜
⽉
末
に
実
施
した
研
修
時
間
を
ご
記
⼊
くだ
さ
い
。

⼿
順
②
︓
各
⽉
就
業
時
間
（
時
間
外
含
む
総
労
働
時
間
）
を
賃
⾦
台
帳
ま
た
は
出
勤
簿
か
ら

転
記
して
くだ
さ
い
。

※
17

6時
間

30
分

の
場

合
「1

76
.5

」と
ご

記
⼊

くだ
さい

。
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支
払
い
日

月
日

出
社

退
社

休
憩

労
働
時
間

月
日

出
社

退
社

休
憩

労
働
時
間

①
2
0
日

締
め
当

月
末

日
払

い
1
0
月

3
1
日

9
月

2
1
日

8
:0
0

1
7
:0
0

6
0
分

8
時

間
・
・
・

1
0
月

2
0
日

8
:0
0

1
7
:0
0

6
0
分

8
時

間

②
2
0
日

締
め
翌

月
2
0
日

払
い

1
0
月

2
0
日

8
月

2
1
日

8
:0
0

1
7
:0
0

6
0
分

8
時

間
・
・
・

9
月

2
0
日

8
:0
0

1
7
:0
0

6
0
分

8
時

間

③
月

末
締

め
翌

月
2
0
日

払
い

1
0
月

2
0
日

9
月

1
日

8
:0
0

1
7
:0
0

6
0
分

8
時

間
・
・
・

9
月

3
0
日

8
:0
0

1
7
:0
0

6
0
分

8
時

間

④
月

末
締

め
当

月
末

日
払

い
1
0
月

3
1
日

1
0
月

1
日

8
:0
0

1
7
:0
0

6
0
分

8
時

間
・
・
・

1
0
月

3
1
日

8
:0
0

1
7
:0
0

6
0
分

8
時

間

支
払
い
日

労
働
日
数

労
働
時
間

基
本
賃
金

通
勤
手
当

家
族
手
当

健
康
保
険

厚
生
年
金

雇
用
保
険

市
民
税

所
得
税

支
給
額

①
2
0
日

締
め
当

月
末

日
払

い
1
0
月

3
1
日

2
5

2
0
0

2
0
0
,0
0
0

5
,0
0
0

1
0
,0
0
0

2
,0
0
0

1
5
,0
0
0

2
,0
0
0

1
0
,0
0
0

5
,0
0
0

1
8
1
,0
0
0

9
月

2
1
日

～
1
0
月

2
0
日

②
2
0
日

締
め
翌

月
2
0
日

払
い

1
0
月

2
0
日

2
5

2
0
0

2
0
0
,0
0
0

5
,0
0
0

1
0
,0
0
0

2
,0
0
0

1
5
,0
0
0

2
,0
0
0

1
0
,0
0
0

5
,0
0
0

1
8
1
,0
0
0

8
月

2
1
日

～
9
月

2
0
日

③
月

末
締

め
翌

月
2
0
日

払
い

1
0
月

2
0
日

2
5

2
0
0

2
0
0
,0
0
0

5
,0
0
0

1
0
,0
0
0

2
,0
0
0

1
5
,0
0
0

2
,0
0
0

1
0
,0
0
0

5
,0
0
0

1
8
1
,0
0
0

9
月

1
日

～
9
月

3
0
日

④
月

末
締

め
当

月
末

日
払

い
1
0
月

3
1
日

2
5

2
0
0

2
0
0
,0
0
0

5
,0
0
0

1
0
,0
0
0

2
,0
0
0

1
5
,0
0
0

2
,0
0
0

1
0
,0
0
0

5
,0
0
0

1
8
1
,0
0
0

1
0
月

1
日

～
1
0
月

3
1
日

賃
金

台
帳

給
与

の
算

定
期

間

給
与

算
定

期
間

を
（
対

象
期

間
）

に
記

載
す
る

特
に
記

載
間

違
い
が

多
い
箇

所
で
あ
る
た
め
、
各

自
、
①

～
④

、
ど
の

パ
タ
ー
ン
に
該

当
す
る
か

を
確

認
し
て
か

ら
、
研

修
記

録
簿

を
記

載
し
て
下

さ
い

出
勤

簿
月

合
計

労
働

時
間

月
の

労
働

時
間

を
各

月
就

業
時

間
に
記

載
す
る

2
0
0
時

間

2
0
0
時

間

2
0
0
時

間

2
0
0
時

間

（
参
考
）
研
修
記
録
簿
　
各
月
就
業
時
間
・
対
象
期
間
の
記
載
例
（
1
0
月

給
与

支
払

い
分

）
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2
0
2
3

年
（常

時
使
用
さ
れ
る
労
働
者
に
対
す
る
も
の
）

性
別

末
日
締

10
日
払

男

賃
金

計
算

期
間

12
月
分

1月
分

2月
分

3月
分

4月
分

5月
分

6月
分

7月
分

8月
分

9月
分

10
月
分

11
月
分

合
　
計

支
払

月
日

1月
10
日

2月
10
日

3月
10
日

4月
10
日

5月
10
日

6月
10
日

7月
10
日

8月
10
日

9月
10
日

10
月
10
日

11
月
10
日

12
月
10
日

労
働

日
数

22
20

23
20

23
22

21
23

21
22

22
20

25
9

労
働

時
間

数
18
7

17
0

19
5.
5

17
0

17
6

16
8

19
0

18
0

17
2

15
4

18
7

17
8.
5

21
28

休
日
労
働
時
間
数

早
出
残
業
時
間
数

深
夜

労
働

時
間

基
本

賃
金

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0

18
3,
00
0
2
,1
9
6
,0
0
0

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

40
,0
00

48
0,
00
0

手
20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

20
, 0
00

24
0,
00
0

当
6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

6,
50
0

78
,0
00

小
計

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0
2
,9
9
4
,0
0
0

臨
時

の
給

与

賞
与

給
与

総
支

給
額

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0

24
9,
50
0
2
,9
9
4
,0
0
0

健
康

保
険

料
11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

11
, 8
44

14
2,
12
8

控
厚
生
年
金
保
険
料

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

21
,9
60

26
3,
52
0

雇
用

保
険

料
99
8

99
8

99
8

99
8

99
8

99
8

99
8

99
8

99
8

99
8

99
8

99
8

11
,9
76

除
住

民
税

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

10
,2
50

12
3,
00
0

給
与

所
得

税
5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

5,
27
0

63
,2
40

額

控
除

額
合

計
50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

50
,3
22

60
3,
86
4 0

差
引

合
計

額
19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8
2
,3
9
0
,1
3
6

実
物

給
与

差
引

支
給

額
19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8

19
9,
17
8
2
,3
9
0
,1
3
6

領
収

者
印

賃
金

台
帳

会
社

名
有
限
会
社
　
東
京
農
場

生
年

月
日

賃
金

計
算

期
間

従
事

す
る

業
務

氏
名

農
作
業
に
関
わ
る
業
務
全
般

田
畑
　
耕
作

所
定
時
間
外
割
増
賃
金

住
宅
手
当

職
務
手
当

通
勤
手
当

19
8
9年

8月
20
日

当
月

翌
月

初
回

申
請

時
は

採
用

当
初

か
ら

の
分

が
記

入
さ

れ
た

2
0
2
2
年

の
台

帳
と

、

2
0
2
3
年

の
台

帳
を

併
せ

て
ご

提
出

く
だ

さ
い

.

※
独

自
の

賃
金

台
帳

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
写

し
を

ご
提

出
く

だ
さ

い
。

【
参
考
】
賃
金
台
帳
の
記
載
す
べ
き
事
項
は
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
（本

事
業
の
要
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

記
載
事
項
：①

労
働
者
氏
名
、
②
性
別
、
③
賃
金
の
計
算
期
間
、
④
労
働
日
数
、
⑤
労
働
時
間
数
、
⑥
時
間
外
労
働
時
間
数
、
⑦
深
夜
労
働
時
間
数
、
⑧
休
日
労
働
時
間
数
、

⑨
基
本
給
や
手
当
等
の
種
類
と
額
、
⑩
控
除
項
目
と
額
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